
指定訪問介護 重要事項説明書 

〔令和 ７年 ９月 １日現在〕 

１ 事業者（法人）の概要 

 事業者（法人）の名称 株式会社ビジュアルビジョン 

代表者役職・氏名 代表取締役 井沢 隆 

本社所在地・電話番号 埼玉県上尾市上町１－１－１４ 

法人設立年月日 昭和51年9月 

 

２ サービスを提供する事業所の概要 

（１）事業所の名称等 

名称 けあビジョン大宮 

事業所番号 
訪問介護 

（指定事業所番号11765014627） 

その他のサービス 

居宅介護・重度訪問介護・同行援護 

地域福祉援助事業 

総合事業 

所在地 〒330-0852 埼玉県さいたま市大宮区大成町3-455 2号室 

電話番号 048-652-3827 

ＦＡＸ番号 048-661-6923 

通常の事業の実施地域 さいたま市（岩槻区を除く） 

   

（２）事業所の窓口の営業日及び営業時間 

営業日 
月曜日から金曜日まで 

（国民の休日 ８／１３～８／１６、１２／２９～１／３を除く。） 

営業時間 ９時から１７時３０分まで 

サービス 

提供時間 
上記時間以外でも対応可。但し、深夜帯は応相談。 

  

（３）事業所の勤務体制                     単位：（名） 

 資格 常勤 非常勤 業務内容 計 

管理者  １名  事業所の管理 １名 

サービス 
提供責任者 

 

 
３名 

 

 

訪問介護員の

 管理 
３名 

従事者 

介護福祉士 ６名 ７名 

サービス提供 

１３名 

介護職員実務者研修・

訪問介護員２級相当 
２名 ７名 ９名 



３ サービス内容 

身体介護 

利用者の身体に直接接触して介助するサービス、利用者のＡＤＬ・Ｉ

ＡＤＬ・ＱＯＬや意欲の向上のための利用者と共に行う自立支援・重

度化防止のためのサービス、その他専門的知識・技術をもって行う利

用者の日常生活上・社会生活上のためのサービスを行います。 

（排泄介助、食事介助、清拭、入浴介助、体位変換、服薬介助、通

院・外出介助等） 

生活援助 

家事を行うことが困難な場合に、利用者に対して、家事の援助を行い

ます。 

（調理、洗濯、掃除、買い物、薬の受け取り、衣類の整理） 

 

４ 利用料、その他の費用の額 

（１）訪問介護の利用料 

    ア 基本利用料 

      利用した場合の基本利用料は別紙をご参照ください。利用者負担額は、原則と

して基本利用料に対して介護保険負担割合証に記載の割合（１～３割）に応じ

た額です。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担と

なります。 

※ 利用者の心身の状況等により、１人の訪問介護員によるサービス提供が困

難であると認められる場合で、利用者の同意を得て、２人の訪問介護員による

サービス提供を行った場合、基本利用料の２倍の料金となります。 

※ １回当たりの所要時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、

訪問介護計画に明示された標準の所要時間によるものとします。 

  イ 加算 

       基本利用料に以下の料金が加算されます。 

       ① 算定基準に適合したサービスの実施による加算 

        ※ 地域区分別１単位当たりの単価 11.05円（３級地）      

    

       ② 算定基準に適合していると県に届け出ている加算 

   加算の種類 利用料 

新加算Ⅱ 
１月につき 

 総単位数の２２．４％ 

特定事業所Ⅱ 総単位数の１０％ 

 

（２）交通費 

通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。 

それ以外の地域にお住まいの方は、訪問介護員が訪問するための交通費の実費を

ご負担していただきます。 

なお、自動車を使用した場合は、通常の事業の実施地域を越えた地点から、１キ

ロメートル当たり１１．５円を請求します。 

 

（３）キャンセル料 

ご利用者の予定のサービスをキャンセルする際には、速やかに事業所までご連絡

下さい。サービス利用日の前営業日１７：３０を過ぎてキャンセルされた場合、

１回2,000円（税抜）が、キャンセル料としてかかりますのでご注意ください。 



※ お客様の様態の急変など、緊急且つやむを得ない場合はキャンセル料をい

ただきません。 

※ ヘルパーが現地に到着していた場合は別途に交通費を請求させていただき 

ます。 

※ お客様の都合によるキャンセルが頻繁に起こる場合については、キャンセ

ル料を協議の上変更します。 

  

（４）その他 

   ア 利用者の居宅でサービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気等の費用

は利用者のご負担となります。 

   イ 通院、外出介助での訪問介護員の公共交通機関等の交通費は、実費相当を請求し

ます。 

   ウ サービス提供地域外についての交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点か

ら実費をいただきます。その際、①公共交通機関を使用した場合は、通常の事業

の実施地域を超える地点から最寄の地点（駅、バス停）までの実費②自動車を使

用した場合は、通常の事業の実施地域を超える地点から１㎞あたり１１．５円を

乗じて得た額とさせていただきます。③ヘルパーの駐車場代が発生する場合は実

費をいただきます。（サービス利用料とともに１ヶ月ごとにお支払いいただきま

す。） 

 

５ 利用者負担額、その他の費用の請求及び支払方法 

（１）請求方法  

   ア 利用者負担額、その他の費用は利用月ごとの合計金額により請求します。 

   イ 請求書は、利用月の翌月１５日までに利用者あてにお届けします。 

（２）支払い方法等 

ア お客様の居宅でサービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気等の費用

はお客様のご負担となります。 

イ 料金のお支払方法は原則として、金融機関による口座引き落としです。翌月２７

日（金融機関休業日の場合は翌営業日）に引き落としとなります。尚、口座引き

落としの手続きが完了するまでは、郵便局等への払込取扱票を請求書と同封いた

します。請求月の月末までにお支払い下さい。 

（３）紙媒体請求書・領収書等発行について 

当事業所では、業務効率化や環境保護の観点からペーパーレス化を推進しており

ます。Web明細導入のお願いをしております。Web明細のご利用には、お客様のメ

ールアドレスのご登録が必要となります。 

   

６ 秘密の保持 

（１）従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業員であ

る期間及び従業員でなくなった場合においても、その秘密を保持すべき旨を、従業

者との雇用契約の内容としています。 

（２）利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の

個人情報を用いません。また利用者の家族の個人情報についても、あらかじめ文書

で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いませ

ん。 

（３）利用者又はその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚

生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めます。 

 

 

 

 



７ 緊急時の対応方法 

 当事業所では、緊急時の対応方法をあらかじめ利用者様に明示し、迅速かつ適切な 

対応が行える体制を整えております。具体的には、利用中に体調の急変、転倒、事 

故等の緊急事態が発生した場合には、以下の対応を行います。 

①介護職員が状況を把握し、必要な初期対応（体位の保持、安静確保、応急処置な 

ど）を行います。 

②ご家族や事前に届け出いただいている緊急連絡先へ速やかに連絡いたします。 

③医療的対応が必要と判断される場合には、主治医への連絡または119番通報による

 救急要請を行います。 

④必要に応じてセンター長（管理者・サービス提供責任者）からケアマネジャーに 

状況を報告し、今後のサービス提供方法の調整を図ります。 

⑤緊急時対応に関する手順は、職員間で周知徹底するとともに、定期的な研修を行 

い、迅速な対応が可能となるよう努めております。 

 

主治医 

医療機関名  

氏名  

所在地  

電話番号  

緊急連絡先 

氏名（続柄）  

住所  

電話番号  

 

８ 事故発生時の対応 

サービス提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、居宅介護支援事

業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じます。 

また、サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償

いたします。なお、事業者は下記の損害賠償保険に加入しています。 

 

保険会社名：東京海上日動火災保険株式会社 

保 険 名：居宅介護事業賠償責任保険 

保険の概要：管理下財物事故の補償 

 

９ サービス提供に関する相談、苦情 

（１）苦情処理の体制及び手順 

   ア サービス提供に関する相談及び苦情を受けるための窓口を設置します。 

   イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりです。 

・利用者からの相談または苦情などに対応する常設の窓口担当者を設置する。 

・サービス提供責任者から相手方・サービス担当者に連絡を取り、事実確認を行 

う。 

・相談 苦情の状況について原因を究明し、再発防止に努める。  

 

 

 

 



（２）苦情相談窓口 

窓 口 ＜相談受付窓口＞ ＜本部解決責任者＞ 

担当者 河本 理恵（センター長） 吉田 美雅（ブロック長） 

連絡先 
０４８－６５２－３８２７（電話） 

０４８－６６１－６９２３（FAX） 
０４８－６４０－４３００ 

対応時間 月～金 ９：００～１７：３０ 
月～金 ９：００～１７：３０ 

（１２：００～１３：００を除く） 

 

市町村及び国民健康保険団体連合会の苦情相談窓口等に苦情を伝えることができます。 

埼玉県国民健康保険団体連合会介護福祉課 

    苦情対応係 
０４８－８２４－２５６８ 

さいたま市 大宮区 高齢介護課 ０４８－６４６－３０６８ 

さいたま市  西区 高齢介護課 ０４８－６２０－２６６８ 

さいたま市  北区 高齢介護課 ０４８－６６９－６０６８ 

さいたま市 見沼区 高齢介護課 ０４８－６８１－６０６８ 

さいたま市 中央区 高齢介護課 ０４８－８４０－６０６８ 

さいたま市 浦和区 高齢介護課 ０４８－８２９－６１５２ 

さいたま市  桜区 高齢介護課 ０４８－８５６－６１７８ 

さいたま市  緑区 高齢介護課 ０４８－７１２－１１７７ 

さいたま市  南区 高齢介護課 ０４８－８４４－７１７７ 

 

１０ 福祉サービス第三者評価の実施状況 

    実施の有無  無 

 

１１ サービスの利用に当たっての留意事項 

   サービスのご利用に当たってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

（１）訪問介護員はサービス提供の際、次の業務を行うことができません。 

   ア 医療行為 

   イ 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書の預かりなど、金銭に関する取扱 い 

   ウ 利用者以外の家族のためのサービス提供 

   エ 日常生活を営むのに支障がないもの（草むしり、花木の水やり、犬の散歩等） 

   オ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供（家具・電気器具等の移動等、大

掃除等） 

   カ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は、第三者等の生命  

     又は身体を保護するためやむを得ない場合を除く） 

   キ 利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動及びその

他迷惑行為 

＊その他にも禁止事項等がございます、詳しくはご相談ください。 

（２） 金品や飲食の提供などはお断りいたします。 

（３）体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早

めに担当の介護支援専門員又は当事業所の担当者へご連絡ください。 



（４）利用者から特定のホームヘルパーを指名することはできません。予めご了承くださ

い。サービスは｢訪問介護サービス計画｣に基づいて行います。実施に関する指示・

命令はすべて事業者が行います。但し、実際の提供にあたっては、利用者の訪問時

の状況・事情・意向等について十分に配慮します。 

 

１２ 虐待の防止について 

    事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講じます。 

（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催とその結果の周知（１年

に１回以上） 

（２）虐待の防止のための研修の定期的な実施（１年に１回以上） 

（３）虐待防止に関する責任者の選定  

虐待防止に関する責任者 

     （センター長）   河本 理恵 

 

１３ 身体拘束の適正化について 

（１）事業者は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保

護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行

為（以下「身体拘束等」という。）と行いません。 

（２）事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとしま

す。 

（３）事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じます。 

ア 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的開催及びその結果に 

ついて従業者への周知徹底（１年に１回以上） 

イ 身体拘束等の適正化のための指針の整備 

ウ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修の定期的な実施（１年に１回 

以上） 

 

１４ 感染症対策について 

事業者は、事業所において感染症の発生及びまん延しないように、次の措置を講 

ずるものとします。 

（１）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の 

定期的な開催及びその結果について従業者への周知 

（２）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備 

（３）事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修並び

に感染症の予防及び万円の防止のための訓練の定期的な実施 

 

１５ 業務継続計画の策定について 

（１）事業者は、感染症や非常災害の発生時においても、利用者に対する必要なサービスを

継続的に提供できる体制を構築するための、業務継続計画を策定し、当該業務継続計

画に従い必要な措置を講ずるものとします。 

（２）事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び

訓練を定期的に実施します。 

  

 

 

 

 

 

 



 

令和    年    月    日 

 

   

事業者は、本重要事項説明書にもとづき、けあビジョンで提供されるサービスの

内容および費用、その他、お客様がサービスを選択する上で資すると認められる

重要事項に関する説明を行い交付しました。 

 

< 事業者 > 

所在地  埼玉県上尾市上町１－１－１４ 

法人名  株式会社ビジュアルビジョン 

代表者名 代表取締役 井沢 隆          印 

 

< 説明者 >  

 

事業所名  けあビジョン大宮 

 

氏  名                      印 

                     

 

私は、事業者から重要な事項の説明を受け、サービスの提供開始について同意しました。 

 

< 利用者 >  

 

住 所 

 

氏 名                       印 

 

  

< 代理人 >  

 

住 所 

 

氏 名                       印 


